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令和８年第５回定例会           

 

 

１ 日   時 令和８年３月 25日（水）10時 30分から 11時 15分まで 

 

２ 場   所 委員会室 

 

３ 出 席 者 東京都選挙管理委員会  委  員  長  澤 野 正 明 

                    委     員  小 林 正 則 

委     員  橘   正 剛 

事 務 局 長 

総 務 課 長 

選 挙 課 長 

広報啓発担当課長 

                             書 記 ３ 名 

 

４ 議   事 

＜議案＞ 

１ 不在者投票を行うことができる施設の指定について 

２ 令和７年 11 月９日執行葛飾区長選挙に係る選挙の効力に関する審査の申立てに対する

裁決について 

３ 第 51 回衆議院議員総選挙に係る総務大臣表彰推薦者の決定について 

 

＜報告事項＞ 

１ 令和８年３月 29日執行清瀬市長選挙立候補届出状況について 

２ 選挙争訟について 

３ 選挙争訟について 

 

＜ そ の 他 ＞ 

１ 当面の日程について 
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５ 会議の概要   

発 言 者 発  言  の  要  旨 

委 員 長 

 

 

 

 

 

 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

 

 

選挙課長 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

 

 

 

選挙課長 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

選挙課長 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 ただ今から令和８年第５回定例会を開会いたします。お手元に令和８年第

４回定例会の会議要録をお示ししてありますので、お気づきの点などござい

ましたら、事務局まで御連絡をお願いいたします。  

本日は３件の議案と３件の報告事項を予定しております。なお、議案第２

号及び議案第３号並びに報告事項第２及び報告事項第３は個人情報を含んで

いることから、非公開審議として取り扱いたいと存じますが、 御異議ござい

ませんか。 
 

（異議なし） 

 

それでは、そのように取り扱うことといたします。 では、議案第１号「不

在者投票を行うことができる施設の指定」について事務局より説明を求めま

す。 

 

（議案第１号について説明） 

 

説明が終わりました。ただ今の説明について、御質問・御意見はございま

せんか。 

 

平均年齢 89歳ですから、相当高齢ですよね。施設が投票の機会をできるだ

け作るということを否定するものではないですが、形式だけ整えて、実際の

投票率が向上していないということにならないようにしたほうが良いと思い

ます。そのためにどの程度投票があったかを検証する必要があると思います。 

 

御意見は、承知いたしました。以前からも、委員から同様の御意見をいた

だいているところですので、公職選挙法、各種法令の範囲内で、どういった

確認ができるのかというところも含めて、事務局で考えてみたいと思ってお

ります。 

 

各投票場所において何人の方が投票したかっていうのは、計測はしてない

ものなのですか。 

 

不在者投票というのは、送致されてきた後に投票箱の中に入れられて、一

斉に開票するので、計測はしていません。ただ、不在者投票施設に経費を支

払うので、そちらの観点から、もしかしたら検証する余地はあるかもしれま

せん。 

事務局でその観点から検証したことがございませんので、改めて確認をさ

せていただければと思います。 

 

わかりました。 

他に御質問ございませんか。それではお諮りいたします。原案のとおり決

定することに御異議ございませんか。議案第１号は原案のとおり決定いたし
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選挙課長 

 

委 員 長 

 

 

 

 

総務課長 

 

委 員 長 

 

 

ました。 

それでは報告事項第１「令和８年３月 29 日執行清瀬市長選挙立候補届出

状況」について事務局より説明を求めます。 

 

（報告事項第１について説明） 

 

はい、説明終わりました。ただいまの説明について、御質問・御意見はご

ざいませんか。御質問・御意見がなければ、報告事項第１について了承する

ことといたします。  

それでは当面の日程について事務局より説明を求めます。 

 

（当面の日程について説明） 

 

御質問・御意見はございますか。なければ、当面の日程について了承する

ことといたします。次回の定例会は４月８日に開催することといたします。 

 

 


